
事 務 連 絡 

令和３年９月 13 日 

 各障がい福祉サービス事業所等運営法人 ご担当者 様 

島根県健康福祉部障がい福祉課 

自立支援給付グループリーダー 

「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業」の追加協議について 

 平素は、本県の障がい福祉施策の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

 このことについて、本年５月に介護ロボット等の導入経費の国庫補助協議のご案内をしたとこ

ろですが、この度、厚生労働省で追加の国庫補助を実施されることとなりました。事業の実施を

希望される法人におかれましては、下記により導入計画書の提出をお願いいたします。 

 なお、内示（12月予定）以降～令和４年３月末までに導入する機器を対象とします。 

記 

１ 対象となる施設・事業種別 

  障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、重度障害者等包括

支援又は障害児入所施設（ただし、松江市内に所在する施設・事業所は除きます） 

２ 手続き等 

別紙を参照の上、「障害福祉分野における介護ロボット等導入計画書（別紙２）」を提出してく

ださい。

３ 提出期限 

  令和３年 10 月 19 日（火） 17 時 

４ 提出先 

  島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ 

   メールアドレス： syogai-kyufu@pref.shimane.lg.jp 

  ※メールにより提出してください。 

    送信後、確認のため下記担当までお電話をお願いします。 

※メールの件名は、「【◯◯◯】介護ロボット等導入計画書」としてください。 

   ○○○には法人名を入れてください。 

５ その他 

  事業の概要ならびに補助の方針は、厚生労働省の「障害福祉分野におけるロボット等導入支

援事業実施要綱（令和２年度第三次補正予算分）」及び作業要領をご確認ください。 

    担当               

島根県健康福祉部障がい福祉課 

自立支援給付グループ  石倉 

    ＴＥＬ：０８５２－２２－５３２７ 

ＦＡＸ：０８５２－２２－６６８７



（別紙） 

１．補助対象 

○補助対象経費 

介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために障害者支援施設事業者等が「障害福祉分野に

おける介護ロボット等導入計画書」に基づき介護ロボット等を導入する経費です。詳しくは、厚

生労働省の「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業実施要綱（令和２年度第三次補正予

算分）」の４．事業内容等を参照してください。 

○補助対象とする機器 

 「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業（令和２年度第三次補正予算分）」（令和３年

度への繰越分）作業要領の４に想定される機器の例が記載されておりますのでご確認ください。

また、補助の方針は、同作業要領の５に記載のとおりです。 

○対象の施設・事業所種別 

障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、重度障害者等包括支

援又は障害児入所施設（ただし、松江市内に所在するものを除く） 

○補助率 

 国：２／３ 県：１／３ 

２．手続き 

○補助事業の実施を希望する法人は、以下の協議書類を提出してください。 

 □障害福祉分野における介護ロボット等導入計画書（別紙２） 

  ※計画書の様式、事業実施要綱ならびに作業要領は、島根県のホームページに掲載していま

す。 

トップ > 医療・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 事業者向け 

   「障害福祉サービス事業所や関係医療機関への情報提供コーナー」の 

障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業

  ※導入計画書（別紙２）は、「１ 経費所要額調書」と「２ 障害福祉分野におけ 

る介護ロボット等導入計画」の２つのシートからなるエクセルファイル 

です。導入機器のパンフレット等参考資料のＰＤＦファイルとともに、 

メールに添付して提出してください。 


